
◆ 日　　程　　１．開　　会

　　　　　　　　　　事務局報告（出欠報告）

　　　　　　　　　　西本浩二　教務所長挨拶

　　　　　　　　　　吉田信哉　組長会長挨拶

　　　　　　　　　　配布資料確認

　　　　　　　 ２．協　　議

　　　　　　　 ３．閉　　式

◆ 懇 親 会　　とよ新　18：00～

　　　　　　　　兵庫県神戸市中央区北長狭通2-9-13

2026年3月4日(水) 午後3時00分

兵庫教区教務所　2階会議室

組長ブロック長会

◆ 期　　日

◆ 会　　場

2025年度

（第1回）

兵　 庫 　教 　区



◆協議・報告内容

１．庶務関係

　　①兵庫教区組長会運営について

　　　　期　日　　3月30日（月）14：00～

　　　　会　場　　本願寺神戸別院　1階 研修ホール

　　②次年度組長・副組長等合同研修会について

　　　担　当　　阪神ブロック

　　　期　日　　2026年7月14日（火）

　　　会　場　　【研修会】本願寺神戸別院

　　　　　　　　【懇親会】神戸メリケンパークオリエンタルホテル

　　　講　師　　神戸 修氏

　　　会　費　　未　定

　　③第187回定期教区会について

　　　3月25日（水）14:00より開催した定期教区会にて、次年度の予算を

　　　議案として提出を予定している。

　　　組長会資料に併せて連絡サイトへ投稿を予定
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２．「御同朋の社会をめざす運動」（実践運動）関係

　　組重点プロジェクトの実施報告書および、人権啓発推進研修会（同朋

　　講座）〔僧侶寺族部門・一般部門〕開催報告書の提出について

　　※年度末にあたり、未提出の組につきましては、各組組長宛に報告書

　　　提出のお願いをメールにて連絡済み

３．本願寺神戸別院・兵庫教区教務所・兵庫教区教化センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和大修復工事について

・・・資料別紙

　　3月下旬が工事完了予定となりますので、3月30日の組長会にて、改修

　　工事建設委員である組長に対して工事現場案内を行う予定

　　寺院以外懇志進納状況（3月3日現在）

　　・別院門徒　\13,595,000.-（予算額：\20,000,000.-）

　　・そ の 他　\17,004,246.-（予算額：\10,000,000.-）
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４．宗派からの報告・奨励事項について

　　・宗派財政改革案について（資料別紙）

５．その他

　　・組長会会計現況報告については組長会にて行います。
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組番
組寺

院数
依頼懇志額 進納懇志額組名

759令和大修復工事懇志懇志進納一覧表 寺院数

進納率

％

03/03 現在

01 25 3,484,000阪神東組 82.82,886,000

02 23 3,556,000阪神南組 67.42,396,000

03 21 5,319,000阪神西組 90.14,795,000

04 21 3,569,000阪神北組 81.52,908,000

05 30 5,904,000神戸東組 73.64,344,000

06 26 4,360,000神戸中組 61.92,699,000

07 21 3,775,000神戸湊組 64.72,443,000

08 26 4,920,000神戸西組 76.93,784,000

09 20 2,311,000北摂組 73.01,687,000

10 22 4,786,000神明組 59.32,838,000

11 9 1,515,000淡路組 69.11,047,000

12 15 1,861,000播磨東組 100.01,861,000

13 21 3,240,000播磨中組 86.82,812,000

14 10 1,730,000多可組 99.51,721,000

15 28 6,744,000加古川組 47.73,217,000

16 19 3,217,000高砂組 81.32,617,000

17 20 3,005,000神崎組 84.52,539,000

18 13 2,230,000神姫組 41.8933,000

19 17 3,411,000姫路東組 100.03,411,000

20 16 2,977,000姫路南組 77.92,317,680

21 21 4,351,000姫路中組 74.03,221,000

22 23 4,134,000姫路西組 87.83,630,000

23 24 6,165,000網干組 88.05,424,000

24 19 4,720,000揖龍東組 60.82,872,000

25 26 5,309,000揖龍西組 94.04,990,000

26 14 2,709,000新宮組 100.02,709,000

27 13 4,302,000赤穂南組 98.24,223,000

28 21 4,964,000赤穂北組 65.23,239,000

29 20 4,905,000宍粟組 98.94,853,000

30 15 2,689,000佐用組 35.6958,000

31 23 1,386,000多紀組 79.71,105,000

32 17 2,091,000氷上東組 88.01,840,000

33 18 2,003,000氷上西組 99.11,985,000

34 15 2,179,000朝来組 94.02,048,000

35 15 1,715,000養父組 93.51,603,000

36 18 3,101,000出石組 75.72,347,000

37 21 3,155,000城崎組 89.32,817,000

38 19 4,560,000岡山南組 76.53,487,911

39 14 3,837,000岡山北組 84.23,232,000

759 140,189,000 109,839,591合　　　計 78.4
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第１回教務所長会 報告まとめ 

（2026.02.18 Web 開催） 

 

１，今回添付の「宗門財政改革案」は、今月の定期宗会に上程される「2026

（令和８）年度 浄土真宗本願寺派 一般会計歳計予算案」の予算額積算

基準として審議されるもので、宗会による予算案の議決によりこの改革案

が承認されたものとなること。 

 

２．先月末にお知らせした「宗門財政改革案」から変更されているのでご留意

いただきたい。 

 

３．今回提示の「宗門財政改革案」では、 

前案では令和８年度より交付しないとされていた①「賦課金奨励費」につ

いては案を変更し、該当組へ交付することを継続する。 

 

前案の通り②「本願寺教化助成費」は、門徒講懇志進納に対する進納され

た所属寺院のみへ進納額の８％（令和 7 年度までは 15％）を交付する。 

 

組・教区へは②「本願寺教化助成費」ではなく、新たに⑤「宗派活動助成

金」として、従前と同率の％にて助成金を該当の組・教区へ交付する。 

尚、この交付額は令和 9 年度以降段階的に下げていき、令和 10 年度には廃

止することを目標とする。また、廃止後は、実績に応じた教区・組への助

成制度を宗会議員の意見を聞いて導入することを目標とする。 

 

前案では触れていなかったが、③「宗派一般会計から教区・組・寺院への

助成金」は、継続して該当組へ交付する。 

※交付対象の詳細については宗会での議決後に知らせる。 

 

前案で令和８年度より交付しないとされていた④「宗派教化助成費」は、

前案通り廃止する。 

 

４．2026（令和８）年７月末までに、宗派が今後指示する書式にて「令和 7 年
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度 組会計決算書」を「教区規程」第 21 条（教務所長への報告事項）と

して教区を通じて総局に書面にて報告することとなる。令和 7 年度の予算

は各組それぞれ独自の書式での予算書となっていると思うが、提出いただ

く決算書は、今後指示された書式に書き換えて提出いただくこととなる。 

この報告は令和 9 年度以降も続くので、令和 9 年度以降の予算作成にあた

っても、指示された書式にて作成いただきたい。 

以上 

（報告 西本） 
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宗門財政の改革に関連する令和８年度予算（案） 

 

 

①賦課金奨励費   〔第1類8款3項1目〕 ※組へ納付額に対して12％を交付 

【変更なし】 

組 ２１７,７７０,０００円（１２％）  

 

②本願寺教化助成費（門徒講懇志分） 〔第1類8款9項〕 

【従来門徒講懇志進納に対して教区・組・寺院へ交付（23.5％）していたものを、寺院8％の

みに変更】 

寺院 １６７,７５６,０００円（８%） ➡令和８年度以降も継続 

組                 ０円 

教区                 ０円 

 

③宗派一般会計から教区･組･寺院への助成費 

【変更なし】 

 

④宗派教化助成費（宗派諸懇志分） 

【廃止】 

 

【新設】 

⑤宗派活動助成費（門徒講懇志助成相当額） 〔第1類14款1項〕 

従来門徒講懇志進納に対して教区・組へ交付の助成費相当額を宗派活動助成費として交付 

 

組 １３６,５３０,０００円（６.５％） 

教区  ４２,０００,０００円（２％） 

 

 

⑥建物積立金  〔第1類13款10項〕 

１７７,０００,０００円 

以 上 

合計１７８,５３０,０００円 

➡令和9年度以降段階的に下げ、建物積立金に充当 

 

資 料 １ 
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１.従来の制度による各種助成費
種　　別 寺院 組 教区 合　　計

217,770,000 217,770,000

12.0% 12.0%

303,770,000 136,530,000 42,000,000 482,300,000

7%／15% 6.5% 2.0% 最大23.5%

1,200,000 520,000 160,000 1,880,000

7%／15% 6.5% 2.0% 最大23.5%

合　　計 305,770,000 372,320,000 100,680,000 778,770,000

3

２.令和８年度予算（案）
種別/支出費目 寺院 組 教区 合　　計

217,770,000 217,770,000
12.0% 12.0%

167,756,000 167,756,000

8.0% 8.0%

136,530,000 42,000,000 178,530,000

(6.5%) (2.0%） (8.5%)

168,556,000 371,800,000 100,520,000 640,876,000

⑥ 建物積立
第1類13款10項

177,000,000

817,876,000

※

1

2

3

4

5

6

7

※

⑤
宗派活動助成費

門徒講懇志助成相当額
第1類14款1項

－

小　　計

教区規程に基づき、組長は毎年度組の予決算書を作成し、教務所長に報告することとなってい
る。今後は、予決算書の書式を統一し、決算書を毎年7月31日迄に教区を通じ総局に提出する
こととする。
総局は、実績に応じた教区・組への助成制度について、宗会議員の意見を聞き、令和10年度よ
り導入することを目標とする。

合　計

第二無量寿堂特別懇志・参与講金進納に対する教化助成費は従来通り交付する。

「①賦課金奨励費」は従来通り交付する。

「②本願寺教化助成費」(門徒講懇志に対する教化助成費及び地方事務費)は、寺院への教化助
成費8％に変更する。

「③宗派一般会計から教区・組・寺院への助成費」は従来通り交付する。

「④宗派教化助成費」(宗派懇志及び宗門総合振興計画推進懇志等に対する教化助成費及び地
方事務費)は、廃止する。

2、4の変更・廃止にともない、従来の門徒講懇志に対する教区・組への教化助成費及び地方事
務費と同率の額を「⑤宗派活動助成費」として助成する。
ただし、この交付額は令和9年度以降段階的に下げていき、令和10年度には廃止することを目
標とする。
なお、その減額分は将来を見据え建物積立金の増額に充てる。

組事務補助費(@18万円×522組、9,396万円)は、従来通り交付する。

賦課制度の見直しについては、引き続き検討を行う。

58,520,000 76,820,000

廃止 ④ 宗派教化助成費
(宗派諸懇志分)

－ － － －

③
宗派一般会計から
教区･組･寺院への

助成費
800,000 17,500,000

新設

変更 ②
本願寺教化助成費

(門徒講懇志分)
第1類8款9項

－ －

④ 宗派教化助成費
(宗派諸懇志分)

〔支出費目は一般会計歳出〕

① 賦課金奨励費
第1類8款3項1目

－ －

76,820,000

2026(令和8)年度予算（案）
（教区･組･寺院に対する助成金、建物積立）

① 賦課金奨励費 － －

② 本願寺教化助成費
(門徒講懇志分)

③
宗派一般会計から
教区･組･寺院への

助成費
800,000 17,500,000 58,520,000

資料２
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（抜粋）

≪参考資料≫
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1

 
 

1 

賦賦      課課      金金  
宗門に包括される寺院・僧侶及び門徒は、賦課金納付の義務のうえから、安定的な財政基盤の確保に努

めなければならない。なお、奨励費交付基準は以下の通りとなるので、確認いただきたい。 

１．納付期間  
 

種 別  納付期間  

第１種・第２種・第３種・第 4 種  ６月  １  日から  
７月３１日まで  

◇当該年度中は期間後であっても納付できる。  
賦課金の決定は、毎年４月１日現在の寺院基本台帳に基づき、算出。 
「第１種賦課金」は寺院役職、護持口数、均等割当及び門徒協力指数を合算して賦課する。 
「第２種賦課金」は僧侶に対して僧班各座・各席のそれぞれに点数を定めて賦課する。 
「第３種賦課金」は直轄寺院及び直属寺院に対して賦課する。 
「第４種賦課金（災害対策に特化した賦課金）」は第１種賦課金賦課率の合計点数による賦課点数によ

り賦課する｡ 
※「第４種賦課金」は宗門に包括される寺院の相互扶助を目的とし、寺院が被災した場合の修復資金貸

付金及び災害見舞金給付制度の資金(特別会計「災害対策金庫」)として賦課する。 
◎第１～４種すべての賦課金納付期間は上記表の通りであるので、特に注意願いたい。 
◎賦課金を納付しない場合には、翌年度に滞納額の５％を付加徴収する。また、賦課金を滞納している

者の願記は受理せず、宗会議員の選挙権失権など、宗門の寺院としての活動に制限が生じるので、充

分注意されたい。  
◎災害その他特別の事情により賦課金の期間内納付が困難なときは、延納または減免を申請することが

できる。  
◎減免申請寺院が、既に賦課金を納入済みの場合は減免対象外となるので注意のこと。 
 ◇賦課金の延納・減免申請期限 ６月３０日 寺院活動支援部必着 

２．奨励費  

種  別 納付期限 交 付 率  

組教化助成費 
7 月 31 日まで 

 ５ ％  

組事務費  ７ ％  

 
◇第 1 種・第 2 種賦課金納付額に対して、上記交付率にて奨励費を交付する。 

また、期間内に完納とならなかった組の奨励費についても、１２月３１日までの納付額に対し、上記

交付率にて交付する。 

◇第 4 種賦課金(災害対策に特化した賦課金)及び過年度賦課金は、奨励費の対象外となる。 

◇交付については、期間内の納付分は、９月末に、８月１日から１２月３１日までの納付分は、翌年２

月末に明細書別送のうえ、届出済みの組事務所指定の金融機関口座に交付する。 

※届出口座に変更が生じた場合は、速やかに報告のこと。（申請様式１） 

◇沖縄県宗務特別区に対しては、組と同じ基準にて交付する。 

◇組内に賦課金の減免を受けた寺院のある場合は、減免した賦課金を差し引いたものを、組の賦課額と

して交付の算定をする。 

 

賦課金を期間内に完納した寺院には、２０２５（令和７）年度の旌功状（１枚）を授与する。 
ただし、賦課金の減免を受けた場合は、この限りではない。 
 
 
 
 
 

３.旌功状 

2025_歓励要綱.indd   12025_歓励要綱.indd   1 2025/04/25   17:11:502025/04/25   17:11:50
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2

正信念仏偈複製

(緞子表装・桐箱入)

一文字茶碗(萩焼)・念珠

正信念仏偈複製

(緞子表装・桐箱入)

一文字茶碗(京焼)・念珠

正信念仏偈複製

(緞子表装・桐箱入)

滴翠茶碗・念珠

正信念仏偈複製

(緞子表装・桐箱入)

飛雲茶碗・念珠

正信念仏偈複製

(緞子表装・桐箱入)

念珠

螺鈿文庫
念珠

憶昔茶碗 ―

10万円
以上

香　炉

線香(上)

―

5万円以上 風呂敷

沈香セット ―

1万円以上

3万円以上

院　　号

5千円以上 腕輪念珠 ―

1千円未満 刻香(並) ―

線香セット ―

50万円
以上

○

1千円以上 ―

―

40万円
以上 螺鈿硯筥

念珠
○

○

30万円
以上

○

宗
派
懇
志
進
納
に
対
す
る
扱
内
容
は
本本
願願
寺寺
門門
徒徒
講講
懇懇
志志
永永
代代
経経
扱扱
を
も
っ
て
扱
と
す
る ―

100万円
以上

◎ ◎

300万円
以上

200万円
以上

◎ ◎

20万円
以上

◎

◎ ◎
條　幅
緞子表装

◎

扁　額 ◎

◎

◎

◎

○

條　幅
金襴表装

２０２５(令和７)年４月１日現在

浄浄土土真真宗宗本本願願寺寺派派  諸諸懇懇志志扱扱一一覧覧表表

懇志額

物　品　扱 御　染　筆　扱

記 念 品 感謝状 感謝状 御 染 筆 感謝状

院　号　扱

條　幅 ◎

500万円
以上

1000万円
以上

◎

宗派院号扱は進納額に

応じて、本願寺の門徒講

懇志永代経扱一覧に準じ

て交付となります。

従来の永代経扱と同様

に進納額に応じ、開闢法

要の修行、祥月・年忌の

案内が行われます。

※宗派院号扱懇志進納者

については、本願寺新報

を贈呈いたします。（ご

進納翌月、もしくは翌々

月の１日号から連続１２

回）

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

２ 

宗宗  派派  懇懇  志志  
 

 宗門の護持発展を基盤として、宗門の人材育成並びに教化活動に資する重要なご懇念として、 

 宗派懇志の進納を依頼する。 

 

 懇志進納に対しての扱いとして物品扱・院号扱・御染筆扱を申請することができる。 

院号扱として懇志進納の場合は、進納額に応じて別に定める基準(次頁参照)に準じ、  
本本願願寺寺のの門門徒徒講講懇懇志志永永代代経経扱扱とと同同じじ扱扱いいがが交交付付となる。 
○門徒式章の交付、開闢法要の修行、年忌・祥月の案内など。 
 

  振込口座  口座加入者  浄土真宗本願寺派 宗務所 

         口座番号   大阪 01060-8-100 

  上記振込口座への送金について、金融機関により振込手数料等が異なるので、窓口で確認のこと。 

 

３．教化助成費・地方事務費   

(１)教化助成費 宗派懇志の進納に対し、次の基準により、教化助成費を交付する。 

種 別 ２０万円未満 ２０万円以上 

寺院教化助成費 ７.０％ １５.０％ 

組教化助成費 ５.０％ 

教区教化助成費 １.０％ 

(２)地方事務費 

 ①組事務費   進納額に対する１.５％  ②教区事務費  進納額に対する１.０％ 

(３)交付期日・交付先 

 前・後期２回に分けて、組事務所（組及び寺院分）、教務所、直轄寺院及び直属寺院宛に交付する。 

 

４ ．扱い  

(１)寺院への扱い 

 ①類聚割増扱い １０割増 

 ②旌功状 

  宗派懇志を進納した寺院に対し、下表に定める基準により旌功状を授与する。 

懇志進納額 枚数 懇志進納額 枚数 

30,000 円以上 １枚 500,000 円以上 ８枚 

50,000 円以上 ２枚 700,000 円以上 ９枚 

80,000 円以上 ３枚 1,000,000 円以上 １０枚 

100,000 円以上 ４枚 1,500,000 円以上 １２枚 

150,000 円以上 ５枚 2,000,000 円以上 １４枚 

200,000 円以上 ６枚 3,000,000 円以上 １７枚 

300,000 円以上 ７枚 5,000,000 円以上 ２０枚 

         ※旌功状は、年度毎に当該年度中の総進納額に基づき授与される。 

         ※５００万円を超える進納額については、３００万円増す毎に３枚を加える。 

  

１．宗派懇志の扱い  

２. 振込口座   
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4

御
焼

香

御
教

諭

導
師

代

楽
　

入

御
焼

香

御
教

諭

導
師

代

楽
　

入

御
焼

香

御
教

諭

導
師

代

楽
　

入

-

１
．

別
修

永
代

経
の

開
闢

法
要

に
つ

い
て

は
座

数
に

制
限

が
あ

り
ま

す
　

　
の

で
事

前
に

参
拝

教
化

部
ま

で
ご

連
絡

下
さ

い
。

ま
た

別
修

永
代

　
　

経
開

闢
時

に
お

斎
が

不
要

の
場

合
は

記
念

品
を

お
渡

し
し

ま
す

。
　

　
お

斎
の

追
加

に
つ

い
て

は
お

一
人

様
に

つ
き

別
途

１
万

円
に

て
申

　
　

し
受

け
い

た
し

ま
す

。

２
．

合
併

永
代

経
の

取
り

扱
い

(
法

要
の

み
、

年
忌

等
の

案
内

は
無

)
進

　
　

納
者

２
名

以
上

が
合

併
、

又
は

門
徒

中
一

括
で

永
代

経
開

闢
法

要
　

　
を

行
う

こ
と

が
で

き
ま

す
。

３
．

大
谷

本
廟

に
お

い
て

、
日

曜
・

祝
日

等
参

拝
者

が
増

加
混

雑
し

た
　

　
場

合
に

は
法

要
の

変
更

又
は

合
併

を
す

る
こ

と
が

あ
り

ま
す

。

４
．

御
染

筆
扱

に
つ

い
て

は
文

字
の

内
願

は
で

き
ま

せ
ん

。

５
．

本
刹

永
代

経
扱

の
開

闢
法

要
を

大
谷

本
廟

に
て

行
っ

た
場

合
、

記
　

　
念

品
等

は
後

日
送

付
い

た
し

ま
す

。

６
．

諸
懇

志
及

び
門

徒
講

懇
志

、
宗

派
懇

志
、

親
鸞

聖
人

７
５

０
回

大
　

　
遠

忌
懇

志
の

物
品

扱
に

つ
い

て
は

別
に

定
め

る
懇

志
扱

い
一

覧
表

　
　

に
基

づ
き

ま
す

。

７
．

扱
品

に
よ

っ
て

は
在

庫
の

関
係

上
、

別
品

を
も

っ
て

替
え

さ
せ

て
　

　
頂

く
場

合
が

あ
り

ま
す

。

物
　

　
品

　
　

扱

1
号

-
-

5
千

円
未

満
線

　
香

-
-

3
万

円
以

上
総

永
代

経
4
種

午
前

・
午

後
各

一
座

随
　

時
-

念
珠

袋

-
-

5
千

円
以

上
念

　
珠

　
袋

-
-

5
万

円
以

上
総

永
代

経
3
種

午
前

・
午

後
各

一
座

随
　

時
-

1
号

-
-

1
万

円
以

上
印

箱
 
又

は
 
経

本
入

れ
(
小

)
-

-
1
0
万

円
以

上
総

永
代

経
2
種

午
前

・
午

後
各

一
座

随
　

時
-

2
号

-

(
折

　
紙

)
3
万

円
以

上
香

盒
 
又

は
 
経

本
入

れ
(
大

)
-

-
-

年
忌

5
万

円
以

上
銘

々
皿

 
又

は
 
式

章
入

れ
2
0
万

円
以

上
総

永
代

経
1
種

午
前

・
午

後
各

一
座

随
　

時

院
　

号

3
号

3
号

-

5
種

（
表

　
装

）
1
0
万

円
以

上
文

箱
 
又

は
 
経

本
式

章
入

れ
(
小

)
2
号

-
○

2
0
万

円
以

上
香

炉
B
 
又

は
 
経

本
式

章
入

れ
(
大

)
3
0
万

円
以

上
別

修
永

代
経

楽
　

無
楽

　
無

院
　

号

4
号

記
念

品
年

忌
・

感
謝

状

4
種

（
表

　
装

）
3
0
万

円
以

上
香

　
炉

　
A

4
号

○
祥

月
4
号

○

懇
　

志
　

額
記

　
念

　
品

式
　

章
4
0
万

円
以

上
別

修
永

代
経

楽
　

入
楽

　
入

院
　

号

5
0
万

円
以

上
別

修
永

代
経

楽
　

入
楽

　
入

院
　

号

5
号

（
表

　
装

）

○

3
種

1
0
0
万

円
以

上
別

修
永

代
経

楽
　

入
楽

　
入

院
　

号

6
号

2
種

（
表

　
装

）

○
1
0
0
万

円
以

上

記
念

品
祥

月

 
注

　
意

　
事

　
項

御
染

筆
色

紙
（

額
入

）
6
号

◎

記
念

品
祥

月

7
号

1
種

楽
　

入
楽

　
入

（
藤

表
装

）

5
0
万

円
以

上

◎

1
0
0
万

円
以

上
◎

2
0
0
万

円
以

上
御

染
筆

扁
額

7
号

◎

2
0
0
万

円
以

上
別

修
永

代
経

導
師

代
導

師
代

院
　

号

宗
祖

『
鏡

御
影

』
写

條
幅

　
緞

子
表

装
(
桐

箱
入

)

◎
記

念
品

祥
月

6
号

『
顕

浄
土

真
実

教
行

証
文

類
・

総
序

』
写

色
紙

(
額

入
)

5
号

お
斎

1
0
名

3
0
0
万

円
以

上
別

修
永

代
経

導
師

代
御

染
筆

院
　

号
(
藤

表
装

)
8
号

◎

特
3
種

楽
　

入

8
号

◎
3
0
0
万

円
以

上
御

染
筆

條
幅

8
号

◎

5
0
0
万

円
以

上
別

修
永

代
経

導
師

代
御

染
筆

院
　

号
(
桐

表
装

)
9
号

◎

特
2
種

楽
　

入

9
号

◎
5
0
0
万

円
以

上
御

染
筆

條
幅

緞
子

表
装

9
号

◎
特

1
種

楽
　

入

5
0
0
万

円
以

上
宗

祖
『

鏡
御

影
』

写
條

幅
　

金
襴

表
装

2
号

(
桐

箱
入

)

記
念

品
祥

月

3
0
0
万

円
以

上
宗

祖
『

鏡
御

影
』

写
條

幅
　

金
襴

表
装

3
号

(
桐

箱
入

)

記
念

品
祥

月

御
染

筆
條

幅
金

襴
表

装
1
0
号

◎

1
0
0
0
万

円
以

上
別

修
永

代
経

導
師

代
御

染
筆

院
　

号
(
金

襴
表

装
)

1
0
号

◎
祥

月
記

念
品

懇
 
 
志

 
 
額

御
　

染
　

筆
式

　
章

感
謝

状

本
　

刹
本

　
廟

1
0
0
0
万

円
以

上
宗

祖
『

鏡
御

影
』

写
條

幅
　

金
襴

表
装

1
号

(
桐

箱
入

)
1
0
0
0
万

円
以

上

懇
　

志
　

額
記

　
念

　
品

式
　

章
感

謝
状

1
0
号

◎

開
　

闢
　

法
　

要
院

　
号

式
 
章

感
謝

状
案

　
内

お
斎

・
記

念
品

お
斎

3
0
名

お
斎

3
0
名

お
斎

3
0
名

お
斎

2
0
名

宗宗
　　

門門
　　

総総
　　

合合
　　

振振
　　

興興
　　

計計
　　

画画
　　

推推
　　

進進
　　

懇懇
　　

志志
　　

扱扱
　　

一一
　　

覧覧
　　

表表
■■

■■
■■

■■

永
　

　
代

　
　

経
　

　
扱

特
　

　
別

　
　

扱
御

　
　

染
　

　
筆

　
　

扱

懇
　

志
　

額
種

　
別

・ ・ ・ ・ ・ ・ - - -

記
念

品

お
斎

5
名

お
斎

4
名

お
斎

3
名

・

『顕
浄

土
真

実
教
行

証
文
類

・総
序

』写

 
 

1 

 
宗門総合振興計画は２０２５（令和７）年３月３１日をもって終了したが、引き続き全寺院に対して依

頼目標額を進納願えるよう勧励する。 

 

（１）  進納者への扱い 

各種懇志扱いと同様に、永代経・特別・物品・御染筆の扱いのうち、いずれか希望する扱い一種

を受けることが出来る。 

（２）寺院への扱い   

Ａ．類聚財功割増扱い 

     ①進納懇志額に対し１０割増 

     ②依頼目標額超過の場合は、超過分についてさらに５割増の特別加算をする。 

Ｂ．特別旌功状 

懇志進納額
旌功状
枚　 数

３０，０００円以上 　１枚

５０，０００円以上 　２枚

１００，０００円以上 　４枚

２００，０００円以上 　６枚

３００，０００円以上 　８枚

５００，０００円以上 １０枚

７００，０００円以上 １２枚

１，０００，０００円以上 １５枚

１，５００，０００円以上 １８枚

２，０００，０００円以上 ２１枚

２，５００，０００円以上 ２４枚

３，０００，０００円以上 ２７枚  

（１）  交付率 

懇志の進納額に対して、次の基準により、教化助成費を交付する。 

区 分 交付率 

寺院 ３．０％ 

組 ０．５％ 

教区 ― 

（２）交付期日・交付先 

各種懇志の助成費・事務費と併せ、前・後期２回に分けて、組事務所（組及び寺院分）直轄寺

院及び直属寺院宛に交付する。 

 

 
 
 
 

 

宗宗門門総総合合振振興興計計画画推推進進懇懇志志  

１．懇志進納のお扱いについて  

２．教化助成費  

（註）  
３００万円を超える進納額に

対しては、５０万円増すごと

に３枚を加えて授与する  
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7 

門門  徒徒  講講  懇懇  志志  
 
１９４９（昭和２４）年に勝如上人ご発布の「門徒講の消息」のお心を体して、ご門徒の皆様の「ご

恩ありがたや、仏法弘まれ」の懇念を集結し、本願寺の護持発展に資するため、「門徒講懇志」を

進納依頼する。 

 ３万円以上の個人進納を「門徒講懇志」とする。  
※ ３万円未満は「一般懇志」として取り扱う。  

1 ヵ寺あたり２２００万万円円以以上上の進納を依頼目標とする。  
※  振込口座  口座加入者  みずほ銀行京都支店 本願寺 門徒講懇志係  
 口座番号   大阪 01070-8-20000 
  振込の場合は専用の「門徒講懇志専用振替票」をご利用いただく。 
 
※  上記振込口座への送金について、振込手数料等が金融機関により異なりますので、窓口でおた

ずねください。  
３．教化助成費／地方事務費   
(１)教化助成費 門徒講懇志の進納に対し教化助成費を交付する。 

 種  別   ２０万円未満 ２０万円以上 

寺院教化助成費 ７.０％ １５.０％ 

組 教 化 助 成 費 ５.０％ 

教区教化助成費 １.０％ 

 

※賦課金過年度未納寺院の進納は交付対象としない。 

(２)地方事務費 

①組事務費   進納額に対する１.５％ 

②教区事務費  進納額に対する１.０％ 

 
(３)交付期日・交付先 

   前・後期２回に分けて、宗派  寺院活動支援部を通し、組事務所(組及び寺院分)、教務所、直轄寺院

及び直属寺院宛に交付する。  
   ※届出口座に変更が生じた場合は、速やかに寺院活動支援部へ報告ください。 
４．扱い  

(１)寺院への扱い 

①類聚割増扱い １０割増 

②旌功状 

門徒講懇志を進納した寺院に対し、下表に定める基準により旌功状を授与する。 

懇志進納額 枚数 懇志進納額 枚数 

30,000円以上 １枚 500,000円以上 ８枚 

50,000円以上 ２枚 700,000円以上 ９枚 

80,000円以上 ３枚 1,000,000円以上 １０枚 

100,000円以上 ４枚 1,500,000円以上 １２枚 

150,000円以上 ５枚 2,000,000円以上 １４枚 

200,000円以上 ６枚 3,000,000円以上 １７枚 

300,000円以上 ７枚 5,000,000円以上 ２０枚 

※旌功状は、年度毎に当該年度中の総進納額に基づき授与されます。 

※５００万円を超える進納額については、３００万円増す毎に３枚を加えます。 

 

１．門徒講懇志の取り扱い     

２. 依頼目標   
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8  

本本 願願 寺寺 参参 与与  
<<本本願願寺寺参参与与ととはは>> 

本山 本願寺の護持発展のため設置されたもので、浄土真宗本願寺派に所属する寺院（直轄寺院・直属寺院含む）

の門徒、僧侶及び寺族で、法義篤信な方に就任いただいております。 

 

<<本本願願寺寺参参与与会会ととはは>>  

本願寺参与会は、本願寺参与を会員として、会員が如来の教法を聞信し、信仰を深めるとともに、会員相互の親

睦をはかり、一致協力して本山本願寺の護持発展に努めることを目的とする護持団体で、本願寺住職（ご門主）か

らの委嘱日（本願寺参与就任日）と同時に入会となります。 

 

〈〈勧勧励励にに伴伴うう奨奨励励策策〉〉  

１１．．教教化化助助成成費費・・地地方方事事務務費費のの交交付付（（ＰＰ．．１１６６参参照照））  

※教化助成費・地方事務費の交付の対象となる参与講金額は、新規就任年度、継承就任年度及び終身参与就任

年度に進納された参与講金のうち、３５万円を上限といたします。 

(1)教化助成費交付率 

 

 

 

 

 

(2)地方事務費交付率（Ｐ．１６参照） 

２２．．類類聚聚財財功功割割増増扱扱いい  進進納納懇懇志志額額のの１１００割割増増  

３３．．旌旌功功状状  門門徒徒講講懇懇志志にに合合算算しし授授与与（（ＰＰ．．１１６６参参照照））  

 

<<本本願願寺寺参参与与就就任任方方法法>>  

就任していただける方には「本願寺参与推薦書」をお送りいたしますので、本願寺参与会事務局へご連絡ください。 

具体的な就任の手続きは図①となります。 

  

種別 就任年度 次年度以降 

寺院 

直轄寺院 

直属寺院 

１０.０％ - 

組 ２.０％ - 

教区 １.０％ - 

 

(２)進納者への扱い 

 進納額に応じ、別表の「諸懇志及び門徒講懇志扱一覧表」に定める扱いを交付する。 

 ２０万円以上の進納者に対し、『本願寺新報』（ご進納翌月の１日号から連続、ただしご進納が

月末の場合は、翌々月の１日号から連続１２回）を贈呈する。 

２０万円未満の進納者へは、『本願寺新報』１部を贈呈する。  
５．本山両堂登礼盤特許 
(１)特許の基準 

①昭和５３年４月１日以降進納された門徒講特別講金、または諸懇志（永代経扱い）及び門徒講懇志に

よって、別修永代経第１種以上の扱いを受ける場合には、願い出によって進納者の所属する寺院の住

職、副住職または前住職に対して、永代経の開闢法要修行の際に、登礼盤が許可される。 

（※巡讃許可済であること。賦課金過年度未納寺院は許可対象としない。） 

■住職在職４０年以上の者には、この功労により別修永代経の第２種以上の扱いで、これを受けるこ

とができる。 

■住職代務については、当該寺院の代表者（寺族など）の同意があった場合に限り許可される。 

②礼盤の特許についての願い出は、懇志進納後所定の様式によって、法要を修行される希望日の1ヵ月

前までに、参拝教化部に提出すること。（申請様式２） 

③登礼盤の特許は、願い出の期日に修行される法要１座に限るため、２座以上の場合は、１座毎に願い

出る必要があるので留意すること。 

(２)日程について(習礼) 

①登礼盤を願い出た人は、次の日程によって習礼を受ける必要があるので予め留意すること。 

第１日目 習礼(声明・作法について) 

第２日目 晨朝出勤、永代経法要修行 

②登礼盤を許可された人は、その当日に限り導師衣体の着用が許可される。 

(３)記念品の授与 

登礼盤が許可された人には、記念品（中啓・双輪念珠）が授与される。 

 
本願寺へ物品進納並びに指定寄付をされる場合は、件名、物品または寄付金額、進納予定日、進納者氏名、
住所、所属寺（教区・組・寺号）を記載した所定の申込書（物品の場合写真添付）を参拝教化部長宛提出す
ること。 
※「申込書」及び詳細については、参拝教化部まで。 

物品進納及び指定寄付の申込は、進納に先立ち参拝教化部長宛申込書を提出の上、内局の許可を受けた後、

受付することを原則とする。  

進納された物品を参拝教化部において時価換算し、査定を受けた金額または、指定寄付額により、「諸懇志

及び門徒講懇志扱一覧表」に基づき交付する。  

(１)個人での物品進納した査定額または指定寄付金額は、所属寺の僧侶に限って、類聚財功（割増なし） 

として使用することができる。 
 
(２)物品進納並びに指定寄付に対する寺院教化助成費は交付しない。 
 

物物品品進進納納並並びびにに指指定定寄寄付付  
１．申込及び様式 

２．受付手続き 

３．進納者に対する扱い 

４．所属寺に対する扱い 

2025_歓励要綱.indd   82025_歓励要綱.indd   8 2025/04/25   17:11:532025/04/25   17:11:53

6
- 14 -



 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

9 

本本 願願 寺寺 参参 与与  
<<本本願願寺寺参参与与ととはは>> 

本山 本願寺の護持発展のため設置されたもので、浄土真宗本願寺派に所属する寺院（直轄寺院・直属寺院含む）

の門徒、僧侶及び寺族で、法義篤信な方に就任いただいております。 

 

<<本本願願寺寺参参与与会会ととはは>>  

本願寺参与会は、本願寺参与を会員として、会員が如来の教法を聞信し、信仰を深めるとともに、会員相互の親

睦をはかり、一致協力して本山本願寺の護持発展に努めることを目的とする護持団体で、本願寺住職（ご門主）か

らの委嘱日（本願寺参与就任日）と同時に入会となります。 

 

〈〈勧勧励励にに伴伴うう奨奨励励策策〉〉  

１１．．教教化化助助成成費費・・地地方方事事務務費費のの交交付付（（ＰＰ．．１１６６参参照照））  

※教化助成費・地方事務費の交付の対象となる参与講金額は、新規就任年度、継承就任年度及び終身参与就任

年度に進納された参与講金のうち、３５万円を上限といたします。 

(1)教化助成費交付率 

 

 

 

 

 

(2)地方事務費交付率（Ｐ．１６参照） 

２２．．類類聚聚財財功功割割増増扱扱いい  進進納納懇懇志志額額のの１１００割割増増  

３３．．旌旌功功状状  門門徒徒講講懇懇志志にに合合算算しし授授与与（（ＰＰ．．１１６６参参照照））  

 

<<本本願願寺寺参参与与就就任任方方法法>>  

就任していただける方には「本願寺参与推薦書」をお送りいたしますので、本願寺参与会事務局へご連絡ください。 

具体的な就任の手続きは図①となります。 

  

種別 就任年度 次年度以降 

寺院 

直轄寺院 

直属寺院 

１０.０％ - 

組 ２.０％ - 

教区 １.０％ - 

 

(２)進納者への扱い 

 進納額に応じ、別表の「諸懇志及び門徒講懇志扱一覧表」に定める扱いを交付する。 

 ２０万円以上の進納者に対し、『本願寺新報』（ご進納翌月の１日号から連続、ただしご進納が

月末の場合は、翌々月の１日号から連続１２回）を贈呈する。 

２０万円未満の進納者へは、『本願寺新報』１部を贈呈する。  
５．本山両堂登礼盤特許 
(１)特許の基準 

①昭和５３年４月１日以降進納された門徒講特別講金、または諸懇志（永代経扱い）及び門徒講懇志に

よって、別修永代経第１種以上の扱いを受ける場合には、願い出によって進納者の所属する寺院の住

職、副住職または前住職に対して、永代経の開闢法要修行の際に、登礼盤が許可される。 

（※巡讃許可済であること。賦課金過年度未納寺院は許可対象としない。） 

■住職在職４０年以上の者には、この功労により別修永代経の第２種以上の扱いで、これを受けるこ

とができる。 

■住職代務については、当該寺院の代表者（寺族など）の同意があった場合に限り許可される。 

②礼盤の特許についての願い出は、懇志進納後所定の様式によって、法要を修行される希望日の1ヵ月

前までに、参拝教化部に提出すること。（申請様式２） 

③登礼盤の特許は、願い出の期日に修行される法要１座に限るため、２座以上の場合は、１座毎に願い

出る必要があるので留意すること。 

(２)日程について(習礼) 

①登礼盤を願い出た人は、次の日程によって習礼を受ける必要があるので予め留意すること。 

第１日目 習礼(声明・作法について) 

第２日目 晨朝出勤、永代経法要修行 

②登礼盤を許可された人は、その当日に限り導師衣体の着用が許可される。 

(３)記念品の授与 

登礼盤が許可された人には、記念品（中啓・双輪念珠）が授与される。 

 
本願寺へ物品進納並びに指定寄付をされる場合は、件名、物品または寄付金額、進納予定日、進納者氏名、
住所、所属寺（教区・組・寺号）を記載した所定の申込書（物品の場合写真添付）を参拝教化部長宛提出す
ること。 
※「申込書」及び詳細については、参拝教化部まで。 

物品進納及び指定寄付の申込は、進納に先立ち参拝教化部長宛申込書を提出の上、内局の許可を受けた後、

受付することを原則とする。  

進納された物品を参拝教化部において時価換算し、査定を受けた金額または、指定寄付額により、「諸懇志

及び門徒講懇志扱一覧表」に基づき交付する。  

(１)個人での物品進納した査定額または指定寄付金額は、所属寺の僧侶に限って、類聚財功（割増なし） 

として使用することができる。 
 
(２)物品進納並びに指定寄付に対する寺院教化助成費は交付しない。 
 

物物品品進進納納並並びびにに指指定定寄寄付付  
１．申込及び様式 

２．受付手続き 

３．進納者に対する扱い 

４．所属寺に対する扱い 
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１．特別懇志推進基本要綱 

(１)懇志の種別 

無量寿堂特別懇志（以下特別懇志） 

(２)特別懇志 

区 画 特別懇志 
小型区画 ８０万円以上 

新小型区画 １００万円以上 

中型区画 １００万円以上 

寺院専用 
小型納骨所 

１５０万円以上 

普通区画 ３００万円以上 

特別区画 ６００万円以上 

(３)特別懇志進納方法 

①上記特別懇志の一括納入を原則とする。 

②特別懇志は、必要書類提出後、銀行振込とする。 

■銀行振込 

みずほ銀行京都支店 

普通口座 875813 

名義 大谷本廟第二無量寿堂特別懇志係 

(４)使用者の資格 

①宗門に包括される僧侶、寺族及び門徒の個人並び

に寺院その他の団体 
 

(５)納骨所使用申込み方法 

①大谷本廟納骨管理担当宛、所定の申込書を請求す

る（電話等でも可） 
 

②申込書類に必要事項を記入及び捺印のうえ、大谷

本廟に来廟し、書類を提出する。 
 

③区画の選定後、速やかに銀行振込にて特別懇志を

進納する。 

(６)納骨所使用開始 

納骨所の使用開始が認められるのは、「無量寿堂納骨

所使用承認証」発行後とする。 

 

２．特別懇志の諸扱い要綱 

 (１)進納者に対する扱い 

①納骨所使用の承認 
 

②入仏慶讃法要の修行 
 

(２)所属寺院、組、教区に対する扱い 

①教化助成費（（ＰＰ..１１６６一一覧覧参参照照））  

 寺 院 １０.０％ 

  組   ０.５％ 

 教 区  ０.５％ 

※賦課金過年度未納寺院については、交付対象とし

ない。 

■特別懇志完納額に応じて交付する。 

■寺院・組については組事務所に、教区について

は教務所に送金する。 

■教化助成費は、２期に分けて宗派 寺院活動支援

部を通して交付する。 

   ◇前期（４月～９月分） 

２０２５（令和７）年１１月 
   ◇後期（１０月～３月分） 

２０２６（令和８）年 ５月 
②類聚財功割増扱い 

進納懇志額の１０割増 

(３)納骨所の維持冥加 

①納入期限 毎年度９月３０日まで 
 

②年次維持冥加 

小型・新小型・中型区画      ２,０００円 

寺院専用小型納骨所        ５,０００円 

普通区画             ６,０００円 

特別区画             ８,０００円 

大型区画            １６,０００円 
■維持冥加は毎年使用者宛に別途通知する。 

 

参参拝拝教教化化部部((大大谷谷本本廟廟担担当当))  納納骨骨管管理理担担当当係係  

電電  話話  ００７７５５--５５３３１１--４４１１７７１１㈹㈹  

ＦＦＡＡＸＸ  ００７７５５--５５３３１１--２２００７７２２  

第第二二無無量量寿寿堂堂特特別別懇懇志志  
 
１９９０（平成２）年４月に造営された第二無量寿堂には、２０１２（平成２４）年に増設された新小

型区画・中型区画をはじめ、寺院専用小型納骨所など約１,６００基（２０２５年３月末現在）の未使

用納骨所があります。 

先人の尊いご懇念により受け継がれてきた大谷本廟を護持し、御法義繁盛のため、多くの方々にご縁を

結んでいただきたく、使用奨励方お願いするもの。 

 

懇
志

額
懇

志
額

御
染

筆
式

章
感

謝
状

注
意

事
項

諸
懇

志
及

び
門

徒
講

懇
志

扱
一

覧
表

永
代

経
扱

物
品

扱
御

染
筆

扱

懇
志

額
種

別

開
闢

法
要

院
号

式
章

感
謝

状
案

内

記
念

品
感

謝
状

本
刹

本
廟

1
0
0
0
万

円
以

上
正

信
念

仏
偈

複
製

(緞
子

表
装

・
桐

箱
入

)
一

文
字

茶
碗

(萩
焼

)・
念

珠

9
号

◎

1
0
号

◎
お

斎
3
0
名

記
念

品
祥

月

5
0
0
万

円
以

上

◎
お

斎
3
0
名

記
念

品
祥

月

◎
1
0
0
0
万

円
以

上
御

染
筆

條
幅

金
襴

表
装

1
0
号

◎

◎

お
斎

・
記

念
品

5
0
0
万

円
以

上
別

修
永

代
経

特
2
種

御
焼

香
御

教
諭

導
師

代
楽

  
 入

導
師

代
楽

　
 入

御
染

筆
院

　
号

（
桐

表
装

）
9
号

正
信

念
仏

偈
複

製
(緞

子
表

装
・
桐

箱
入

)
一

文
字

茶
碗

(京
焼

)・
念

珠
5
0
0
万

円
以

上
御

染
筆

條
幅

緞
子

表
装

1
0
0
0
万

円
以

上
別

修
永

代
経

特
1
種

御
焼

香
御

教
諭

導
師

代
楽

  
 入

導
師

代
楽

　
 入

御
染

筆
院

　
号

（
金

襴
表

装
）

・ ・

3
0
0
万

円
以

上
別

修
永

代
経

特
3
種

御
焼

香
御

教
諭

導
師

代
楽

  
 入

導
師

代
楽

　
 入

御
染

筆
院

　
号

（
藤

表
装

）
8
号

◎
お

斎
3
0
名

記
念

品
・

祥
月

2
0
0
万

円
以

上
正

信
念

仏
偈

複
製

(緞
子

表
装

・
桐

箱
入

)
飛

雲
茶

碗
・
念

珠
◎

2
0
0
万

円
以

上
御

染
筆

扁
額

◎
3
0
0
万

円
以

上
正

信
念

仏
偈

複
製

(緞
子

表
装

・
桐

箱
入

)
滴

翠
茶

碗
・
念

珠
◎

3
0
0
万

円
以

上
御

染
筆

條
幅

　
8
号

祥
月

御
染

筆
色

紙
（
額

入
）

6
号

◎
1
0
0
万

円
以

上
正

信
念

仏
偈

複
製

(緞
子

表
装

・
桐

箱
入

)
念

珠
◎

1
0
0
万

円
以

上

7
号

◎

2
0
0
万

円
以

上
別

修
永

代
経

1
種

導
師

代
楽

　
 入

導
師

代
楽

　
 入

院
  

 号
（
藤

表
装

）
7
号

お
斎

1
0
名

記
念

品
祥

月

◎
お

斎
2
0
名

・

1
0
0
万

円
以

上
別

修
永

代
経

2
種

楽
  

 入
楽

　
 入

院
  

 号
（
表

装
）

6
号

◎
・

記
念

品

5
0
万

円
以

上
別

修
永

代
経

3
種

楽
  

 入
楽

　
 入

院
  

 号
（
表

装
）

5
号

○
お

斎
5
名

記
念

品
・

○
お

斎
3
名

4
0
万

円
以

上
別

修
永

代
経

4
種

楽
  

 入
楽

　
 入

院
  

 号
（
表

装
）

4
号

3
0
万

円
以

上
別

修
永

代
経

5
種

楽
  

 無
楽

　
 無

院
  

 号
（
表

装
）

4
号

○
お

斎
4
名

1
0
万

円
以

上
総

永
代

経
2
種

午
前

・
午

後
各

一
座

随
 　

時
-

2
号

- -

2
0
万

円
以

上
総

永
代

経
1
種

午
前

・
午

後
各

一
座

随
 　

時
院

  
 号

（
折

紙
）

3
号

-

3
万

円
以

上
総

永
代

経
4
種

午
前

・
午

後
各

一
座

随
 　

時
-

念
珠

袋

5
万

円
以

上
総

永
代

経
3
種

午
前

・
午

後
各

一
座

随
 　

時
-

1
号

-

１
．
別
修
永
代
経
の
開
闢
法
要
に
つ
い
て
は
座
数
に
制
限
が
あ
り

　
　
ま
す
の
で
事
前
に
参
拝
教
化
部
ま
で
御
連
絡
下
さ
い
。
ま
た

　
　
別
修
永
代
経
開
闢
時
に
お
斎
が
不
要
の
場
合
は
記
念
品
を
お

　
　
渡
し
し
ま
す
。
お
斎
の
追
加
に
つ
い
て
は
お
一
人
に
つ
き

　
　
別
途
1
万
円
に
て
申
し
受
け
い
た
し
ま
す
。

２
．
合
併
永
代
経
の
取
り
扱
い
(
法
要
の
み
、
年
忌
等
の
案
内
は

　
　
無
)
進
納
者
 
2
名
以
上
の
合
併
、
又
は
門
徒
中
一
括
で
の
永

　
　
代
経
開
闢
法
要
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

３
．
大
谷
本
廟
に
お
い
て
、
日
曜
・
祝
日
等
参
拝
者
が
増
加
混
雑

　
　
し
た
場
合
 
に
は
法
要
の
変
更
又
は
合
併
を
す
る
こ
と
が
あ

　
　
り
ま
す
。

４
．
御
染
筆
扱
に
つ
い
て
は
文
字
の
内
願
は
で
き
ま
せ
ん
。

５
．
本
刹
永
代
経
扱
の
開
闢
法
要
を
大
谷
本
廟
に
て
行
っ
た
場

　
　
合
、
記
念
品
等
は
後
日
送
付
い
た
し
ま
す
。

６
．
扱
品
に
よ
っ
て
は
在
庫
の
関
係
上
、
別
品
を
も
っ
て
替
え
さ

　
　
せ
て
頂
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

７
．
門
徒
講
懇
志
(
3
万
円
以
上
)
に
つ
い
て
は
、
本
願
寺
新
報
を

　
　
贈
呈
い
た
し
ま
す
。
(
2
0
万
円
以
上
に
つ
い
て
は
、
ご
進
納

　
　
翌
月
若
し
く
は
翌
々
月
の
1
日
号
か
ら
連
続
1
2
回
送
付
し
ま

　
　
す
。
)

-
1
万

円
以

上
香

袋

5
千

円
以

上
腕

輪
念

珠
又

は
念

珠
袋

-
1
千

円
未

満

年
忌

3
万

円
以

上
香

セ
ッ

ト

年
忌

5
万

円
以

上
風

呂
敷

祥
月

2
0
万

円
以

上
憶

昔
茶

碗

1
0
万

円
以

上
香

炉

5
0
万

円
以

上
螺

鈿
文

庫
・
念

珠
○

祥
月

3
0
万

円
以

上
螺

鈿
硯

筥
・
念

珠
○

・ ・ - - - -
線

香
（
並

）
又

は
刻

香
（
並

）

-
1
千

円
以

上
線

香
（
上

）
又

は
刻

香
（
上

）

記
念

品

記
念

品

2025_歓励要綱.indd   122025_歓励要綱.indd   12 2025/04/25   17:11:542025/04/25   17:11:54

8
- 16 -



16

 

16 

各各種種懇懇志志教教化化助助成成費費・・地地方方事事務務費費交交付付率率一一覧覧  
本年度の各種懇志の進納に対して、教化助成費・地方事務費を交付する。 
※ただし、賦課金過年度未納寺院の進納は交付対象としない。 

 
宗 派 懇 志 
門徒講懇志  参与懇志  

〈新任〉  
第二無量寿堂 
特別懇志  

宗門総合振興計画  
推進懇志  

親鸞聖人  
７５０回  

大遠忌懇志  

蓮如上人  
５００回  
遠忌懇志  

普通講金  
過 年 度  

２０万円  
未満  

２０万円  
以上  

 
教化助成費 

 

寺  院  
直轄寺院  
直属寺院  

７.０％ １５.０％ １０.０％ ３.０％ ３.０％ 

組  ５.０％ ２.０％ ０.５％ ２.０％ 

教  区  １.０％ ０.５％ － － １.０％ 

地方事務費 

組  １.５％ 

－ 

－ － １.５％ 

教  区  
１.０％ － － １.０％ 直轄寺院  

直属寺院  

◎教化助成費及び地方事務費は、各種懇志分一括にて明細表別送のうえ、送金する。 
※振込口座に変更が生じたときは、速やかに寺院活動支援部まで報告のこと。 

◆交付期日  ◇前期（ ４～９月）分:２０２５(令和７)年 １１月下旬 

◇後期（１０～３月）分:２０２６(令和８)年  ５月下旬 

◆交  付  先  ◇組事務所：寺院、組  ◇教務所：教区  ◇直轄寺院・直属寺院 
 

旌旌  功功  状状  授授  与与  基基  準準  
本年度の賦課金完納及び各種懇志の進納に対して旌功状を授与する。〔担当：寺院活動支援部〕 

授与基準  
種別  授与対象  授与枚数  備   考 

賦 課 金  完納(本年度まで)の寺院 １枚  
本年度に賦課金の  
減免を受けた寺院  
には授与しない  

宗 派 懇 志  本年度中に進納の寺院  本年度進納総額に対し別表 
(P.２)の基準の枚数 

 

宗門総合振興計画推進懇志  本年度中に進納の寺院  本年度進納総額に対し別表  
(P.４)の基準の枚数 

親鸞聖人７５０回大遠忌懇志  本年度中に進納の寺院  本年度進納総額に対し別表 

(P.４)の基準の枚数 

蓮如上人５００回遠忌懇志  本年度中に進納の寺院  本年度進納総額に対し別表 
(P.４)の基準の枚数 

門  徒  講  懇  志  
参 与 懇 志  本年度中に進納の寺院  本年度進納総額に対し別表 

(P.７)の基準の枚数 

 

類類  聚聚  財財  功功  割割  増増  一一  覧覧  
本年度の各種懇志の進納に対して下表の通り類聚財功割増の扱いをする。 

宗派懇志  １０割増 第二無量寿堂特別懇志  １０割増 

宗門総合振興計画推進懇志  １０割増 蓮如上人５００回遠忌懇志 １０割増 

親鸞聖人７５０回大遠忌懇志  １０割増 災害対策金庫協力金  割増なし 

門徒講懇志・参与懇志  １０割増 物品進納（査定額）・指定寄附  割増なし 

  割増なし：進納相当額を類聚財功額とする 
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郵郵  便便  振振  替替  口口  座座  一一  覧覧  
■下記の送金に際しては、種別毎に「郵便専用振替用紙」があるのでご利用ください。  
 宗宗  派派  関関  係係  

種  別  郵便振替口座加入者  口座番号  受付窓口  

賦 課 金 
みずほ銀行京都支店 

大阪 

01030－5－19805 

寺院活動支援部  

浄土真宗本願寺派  
賦  課  金  係  

宗 派 懇 志  浄土真宗本願寺派  宗務所  大阪 

01060－8－100 

宗門総合振興計画推進懇志  
みずほ銀行京都支店  
浄土真宗本願寺派  

宗門総合振興計画推進懇志係  

大阪 

00980－1－308230 

親鸞聖人７５０回大遠忌懇志 
みずほ銀行京都支店 

大阪 

00920－8－115688 
浄土真宗本願寺派  

親鸞聖人７５０回大遠忌懇志  

災害対策金庫協力金  浄土真宗本願寺派  宗務所  大阪 

01060－8－100 
社会部  

和 ら ぎ 基 金  浄土真宗本願寺派  
和らぎ基金係  

大阪 

00930-3-110286 

本本  願願  寺寺  関関  係係   
種  別  郵便振替口座加入者  口座番号  受付窓口  

門  徒  講  懇  志  
みずほ銀行京都支店 

本願寺  
門徒講懇志係  

大阪 

01070－8－20000 

参拝教化部  
（本山担当）  

（大谷本廟担当）  
参与懇志・参与会会費 浄土真宗本願寺派 

宗務所 

大阪 

01060－8－100 

内務室（室務担当）  
指 定 寄 附 参拝教化部（本山担当）  

※加入者がみずほ銀行京都支店の賦課金、宗門総合振興計画推進懇志、門徒講懇志、親鸞聖人７５０

回大遠忌懇志については銀行等の金融機関においても文書扱いで振り込めるが、受付金融機関から

振込先（みずほ銀行京都支店）への受入口座と振込人情報（寺院番号等）の通知が必要となるので、

この場合も所定の郵便専用振替用紙にて振込みをすること。 

※第二無量寿堂特別懇志の振込口座については１２ページに掲載。 

関関  係係  事事  務務  所所  一一  覧覧  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宗宗 派派 関関 係係 事事 務務 所所  電  話 Ｆ Ａ Ｘ 

 寺院活動支援部 
075－371－5181㈹ 

075－351－1211 

社会部  075－351－1372 

本本 願願 寺寺 関関 係係 事事 務務 所所  電  話 Ｆ Ａ Ｘ 

参拝教化部（本山担当）  

075－371－5181㈹ 

075－371－7601 

式  務  部 075－371－5737 

 内務室（室務担当：参与関係）  075－371－5310 

 参拝教化部（大谷本廟担当）  075－531－4171㈹ 075－531－2072 
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第１回教務所長会 質疑内容 

（2026.02.18 Web 開催） 

 

質疑 

東森所長 ①今回の資料は組長会等に配布してよいか？ 

      A 既に宗会議員の方々に配布しており、配布いただいてよい。 

     ②「③宗派一般会計から教区・組・寺院への助成金」は従来通りと

のことであるが、内訳を知らせてほしい。 

      A 定期宗会終了後、来年度予算が確定してのちお知らせする。 

     ③今年７月末までの組長からの組会計決算書報告について、多くの

教区が３月には組長会を予定していると思うが、その統一書式は

何時まで知らせてくれるのか。 

      A 宗務所内で検討し、なるべく早くお知らせする。 

 

上原所長 ①「新設⑤宗派活動助成費」を令和⑨年度以降より段階的に下げる

というが、方向性が決めっているのであれば教えてほしい。 

      A 資料 2 の最下段の※印に記載の通り、各組からの令和 7 年度

組会計決算書の提出内容を精査し、実績に応じた教区・組へ

の助成金となるよう検討し、宗会議員の意見を聞いて考えて

いくことであり、現在での方向性は決まっていない。 

 

升巴所長 ①各組の今年度予算書は各組独自の書式にて作成されており、各組

においての決算書も同じ書式にて作成する予定と思うが、本年 7

月末までの提出する令和７年度組会計決算書は、今後示される統

一書式に合わせた決算書を作成して提出するということか、それ

とも令和 7 年度は各組独自の書式での良いのか。 

     A 今後、示させていただく統一書式での提出をお願いする。 

      ※令和 8 年度以降は、予算から統一書式にて作成し決算書を報告

いただくこととなる。 

      ※ほぼ同じ内容の質問が廣澤所長よりあり、同じ答弁があった。 

以上 

（報告 西本） 
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兵 庫 教 区 組 長 ブロック長 名 簿
番号 郵便番号氏　　　名

住　　　　　　　　　所所属寺

電話番号 FAX番号

住職/衆徒ブロック

組　名

岡山南組 706-0002吉田信哉

玉野市築港3-6-18

0863-21-4495

法親寺

0863-21-4416

岡山 住職

1

神明組 651-2111宮里俊哲

神戸市西区池上2-36-11

078-939-8090

光源寺

078-974-3235

神戸 住職

2

阪神西組 661-0001光森　智

尼崎市塚口本町2-12-33

06-6421-2471

報徳寺

06-6421-2471

阪神 住職

3

播磨東組 673-0431八田宗晃

三木市本町3-1-3

0794-82-1705

晴龍寺

0794-82-1544

東播 住職

4

神崎組 679-2202花圓清明

神崎郡福崎町八千種2294-1

0790-22-1132

圓照寺

0790-22-1132

姫路 住職

5

新宮組 679-5162藤朶義文

たつの市新宮町上莇原350

0791-78-0246

浄教寺

0791-78-0246

西播 住職

6

氷上西組 669-3803西本顕俊

丹波市青垣町西芦田52

0795-87-1462

安養寺

0795-87-1462

丹波 住職

7

城崎組 668-0013善藤正雄

豊岡市中陰24

0796-22-3587

信楽寺

0796-22-3587

但馬 住職

8
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